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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
額
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム
を
お
考
え
の
皆
さ
ま
へ

　

住
宅
を
新
築
ま
た
は
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
場
合
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
、
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
が
減
額

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
マ
イ
ホ
ー
ム
プ
ラ
ン
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
税
務

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

※
減
額
制
度
を
受
け
る
に
は
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

●不動産取得税

●所得税

●国民健康保険税

税
務
課
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※これらの制度は平成21年10月１日現在のものです。
そのほかさまざまな企画で皆さまのご来場をお待ちしています。

住宅新築の減額制度（新築した年の12月末までに申告してください）Ⅰ

住宅耐震改修工事（工事完了後、3カ月以内に申告してください）Ⅱ

●対象となる改修工事

●減額される税額と期間
税額の３分の１が減額

●申告に必要な書類

●減額される税額と期間
税額の２分の１が減額

●申告に必要な書類

●減額される税額および期間
税額の２分の１が減額

●申告に必要な書類

住宅省エネ改修工事（工事完了後、3カ月以内に申告してください）Ⅲ

●居住者の要件

●対象となる改修工事

●減額される税額と期間

税額の３分の１が減額
●申告に必要な書類

住宅バリアフリー改修工事（工事完了後、3カ月以内に申告してください）Ⅳ

その他の税金についてⅤ


